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５ 後期高齢者医療特別会計 

 

(1) 後期高齢者医療保険料 

京都府後期高齢者医療広域連合において算定賦課された保険料額に対し、特別

徴収分は１００パーセント、普通徴収分は９８．４パーセントの納付があった。 

 

(2) 一般会計繰入金 

保険基盤安定に要する費用及び一般事務費を繰り入れた。 

繰入金   １５７，７２１，１１６円 

 

(3) 繰越金 

出納整理期間中に収納した調定年度２９年度の保険料を３０年度に繰り越した。 

  繰越金     ９，７６９，６４４円 

 

(4) 総務費 

後期高齢者医療被保険者に係る資格管理及び給付業務に要する経費並びに後期

高齢者医療保険料徴収等に要する経費を支出した。 

 

(5) 後期高齢者医療広域連合納付金 

京都府後期高齢者医療広域連合へ保険料等負担金等を納付した。 

保険料等負担金           ３７９，０４８，３１９円 

京都府後期高齢者医療広域連合分賦金  １１，６３２，４０５円 

保険基盤安定負担金         １４３，４３３，２０５円 


